
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

三

二

号

消
費
税
増
税
分
の
社
会
保
障
充
実
へ
の
配
分
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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消
費
税
増
税
分
の
社
会
保
障
充
実
へ
の
配
分
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
法
律
な
ら
び
に
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交

付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
本
年
十
月
一
日
の
閣
議
決
定
に
お
い
て
、
消
費
税
率
（
国
・
地
方
）
を
、
平
成

二
十
六
年
四
月
一
日
に
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
八
パ
ー
セ
ン
ト
へ
引
き
上
げ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
十
月

十
五
日
に
は
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
を
閣
議
決
定
し
、
衆
議
院

に
提
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

消
費
税
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
が
っ
た
際
に
は
、
増
収
は
い
く
ら
と
見
込
ま
れ
、
そ
の
何
割
、
い
く
ら
を
社
会
保
障
の
充

実
に
配
分
す
る
予
定
で
す
か
。

二

消
費
税
が
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
が
っ
た
際
に
は
、
増
収
は
い
く
ら
と
見
込
ま
れ
、
そ
の
何
割
、
い
く
ら
を
社
会
保
障
の
充

実
に
配
分
す
る
予
定
で
す
か
。

三

消
費
税
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
が
っ
た
際
と
、
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
が
っ
た
際
で
は
、
増
収
の
う
ち
の
社
会
保
障
の
充
実

一



に
配
分
す
る
割
合
は
同
じ
で
す
か
。
も
し
異
な
る
な
ら
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。

右
質
問
す
る
。

二


